
平成˜�年š月™ 日 火曜日 (号外第�Ÿ号)官 報
（
文
例
）

包
括
委
任
状

平
成

年
月

日
私
は
、
識
別
番
号
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
（
弁
理
士
）
〇
〇
〇
〇
氏
を
も
っ
て
代
理
人
と
し
て
下
記
事
項
を
委
任

し
ま
す
。

記
１
す
べ
て
の
特
許
出
願
、
特
許
権
の
存
続
期
間
の
延
長
登
録
の
出
願
、
実
用
新
案
登
録
出
願
、
意
匠
登
録
出

願
、
標
登
録
出
願
及
び
防
護
標
章
登
録
出
願
に
関
す
る
手
続
並
び
に
こ
れ
ら
の
出
願
に
関
す
る
出
願
の
放
棄

及
び
出
願
の
取
下
げ

１
す
べ
て
の
実
用
新
案
登
録
出
願
又
は
意
匠
登
録
出
願
か
ら
特
許
出
願
へ
の
変
更

１
す
べ
て
の
特
許
出
願
又
は
意
匠
登
録
出
願
か
ら
実
用
新
案
登
録
出
願
へ
の
変
更

１
す
べ
て
の
特
許
出
願
又
は
実
用
新
案
登
録
出
願
か
ら
意
匠
登
録
出
願
へ
の
変
更

１
す
べ
て
の
通
常
の
商
標
登
録
出
願
か
ら
団
体
商
標
の
商
標
登
録
出
願
又
は
防
護
標
章
登
録
出
願
へ
の
変
更

１
す
べ
て
の
団
体
商
標
の
商
標
登
録
出
願
か
ら
通
常
の
商
標
登
録
出
願
又
は
防
護
標
章
登
録
出
願
へ
の
変
更

１
す
べ
て
の
防
護
標
章
登
録
出
願
か
ら
通
常
の
商
標
登
録
出
願
又
は
団
体
商
標
の
商
標
登
録
出
願
へ
の
変
更

１
す
べ
て
の
特
許
出
願
又
は
実
用
新
案
登
録
出
願
に
基
づ
く
特
許
法
第
41条
第
１
項
又
は
実
用
新
案
法
第
８

条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
優
先
権
の
主
張
及
び
そ
の
取
下
げ

１
す
べ
て
の
実
用
新
案
登
録
に
基
づ
く
特
許
法
第
46条
の
２
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
特
許
出
願
及
び
出
願
の

取
下
げ

１
す
べ
て
の
特
許
権
、
実
用
新
案
権
、
意
匠
権
及
び
商
標
権
並
び
に
こ
れ
ら
に
関
す
る
権
利
に
関
す
る
手
続

並
び
に
こ
れ
ら
の
権
利
の
放
棄
並
び
に
こ
れ
ら
の
手
続
の
取
下
げ

１
す
べ
て
の
特
許
出
願
に
関
す
る
出
願
公
開
の
請
求

１
す
べ
て
の
特
許
出
願
、
意
匠
登
録
出
願
、
商
標
登
録
出
願
、
防
護
標
章
登
録
出
願
及
び
書
換
登
録
の
申
請

に
関
す
る
拒
絶
査
定
に
対
す
る
審
判
の
請
求
及
び
そ
の
取
下
げ

１
す
べ
て
の
他
人
の
特
許
出
願
に
つ
い
て
の
出
願
審
査
の
請
求

１
す
べ
て
の
他
人
の
特
許
権
、
特
許
権
の
存
続
期
間
の
延
長
登
録
、
実
用
新
案
権
、
意
匠
権
、
商
標
権
及
び

防
護
標
章
登
録
に
基
づ
く
権
利
に
関
す
る
無
効
審
判
の
請
求
及
び
そ
の
取
下
げ

１
す
べ
て
の
他
人
の
商
標
（
防
護
標
章
）
登
録
に
関
す
る
登
録
異
議
の
申
立
て
及
び
そ
の
取
下
げ

１
す
べ
て
の
他
人
の
商
標
権
に
関
す
る
商
標
登
録
の
取
り
消
し
の
審
判
の
請
求
及
び
こ
れ
ら
の
取
下
げ

１
上
記
手
続
に
関
す
る
復
代
理
人
の
選
任

住
所
（
居
所
）

氏
名
（
名
称
）

†

様
式
第
四
十
一
の
表
面
中「

第
39条
」

の
下
に「

及
び
第
39条
の
11」

を
加
え
、
同
様
式
の
裏
面
中「

第
39条

第
18条
、
第
19条
の
２
、
第
21条
か
ら
第
32条
ま
で
、
第
34条
（
第
５
号
を
除
く
。）及
び
第
35条
の
規
定
は
、
登
録

調
査
機
関
に
準
用
す
る
。（
以
下
省
略

）」を
「第

39条
第
18条
、
第
19条
の
２
、
第
21条
か
ら
第
32条
ま
で
、
第
34

第
39条
の
11
第
18条（

第
１
号
を
除
く
。）、
第
19条
の
２
、第

21条
、

条
（
第
５
号
を
除
く
。）及
び
第
35条
の
規
定
は
、
登
録
調
査
機
関
に
準
用
す
る
。（
以
下
省
略
）

第
27条
、
第
29条
、
第
31条
、
第
32条
及
び
第
35条
の
規
定
は
、
特
定
登
録
調
査
機
関
に
つ
い
て
準
用
す
る
。（
以
下

省
略
）」

に
、

「
又
は
登
録
調
査
機
関
」

を「
、
登
録
調
査
機
関
又
は
特
定
登
録
調
査
機
関
」

に
改
め
、

「（
第
39条
」

の

下
に「

又
は
第
39条
の
11」

を
加
え
る
。

（
工
業
所
有
権
の
手
数
料
等
を
現
金
に
よ
り
納
付
す
る
場
合
に
お
け
る
手
続
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
七
条

工
業
所
有
権
の
手
数
料
等
を
現
金
に
よ
り
納
付
す
る
場
合
に
お
け
る
手
続
に
関
す
る
省
令
（
平
成
八
年
通
商

産
業
省
令
第
六
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
二
項
中
「
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
処
理
す
る
場
合
に
お
け
る
歳
入
関
係
事
務
の
取
扱
い
の
特

例
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
五
十
二
年
大
蔵
省
令
第
四
十
三
号
。
以
下
「
歳
入
関
係
事
務
特
例
省
令
」
と
い
う
。）」
を

「
歳
入
徴
収
官
事
務
規
定
（
昭
和
二
十
七
年
大
蔵
省
令
第
百
四
十
一
号
）」に
改
め
る
。

第
六
条
中
「
歳
入
関
係
事
務
特
例
省
令
別
紙
第
二
号
の
二
書
式
」
を
「
歳
入
徴
収
官
事
務
規
定
別
紙
第
四
号
の
十

二
書
式
」
に
改
め
る
。

第
七
条
第
二
項
中
「
第
五
十
四
条
第
八
項
」
を
「
第
五
十
四
条
の
二
第
十
項
」
に
、「
第
五
十
四
条
第
九
項
」を「
第

五
十
四
条
の
二
第
十
一
項
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
帳
簿
の
記
載
）

第
六
十
条
の
七

法
第
三
十
九
条
の
十
一
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
十
一
条
第
一
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る

事
項
は
、
法
第
三
十
九
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
行
っ
た
先
行
技
術
調
査
業
務
に
係
る
特
許
出
願
の
件
数
及
び
番
号

並
び
に
交
付
し
た
調
査
報
告
の
調
査
報
告
番
号
と
す
る
。

２

法
第
三
十
九
条
の
十
一
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
十
一
条
第
一
項
の
帳
簿
は
、
先
行
技
術
調
査
業
務
の
全
部

を
廃
止
す
る
ま
で
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
電
磁
的
方
法
に
よ
る
保
存
）

第
六
十
条
の
八

前
条
第
一
項
に
掲
げ
る
事
項
が
、
電
磁
的
方
法
に
よ
り
記
録
さ
れ
、
当
該
記
録
が
必
要
に
応
じ
電

子
計
算
機
そ
の
他
の
機
器
を
用
い
て
直
ち
に
表
示
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
し
て
保
存
さ
れ
る
と
き
は
、
当

該
記
録
の
保
存
を
も
っ
て
法
第
三
十
九
条
の
十
一
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
十
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
当
該

事
項
が
記
載
さ
れ
た
帳
簿
の
保
存
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
保
存
を
す
る
場
合
に
は
、
経
済
産
業
大
臣
が
定
め
る
基
準
を
確
保
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

（
調
査
報
告
の
提
出
）

第
六
十
条
の
九

特
定
登
録
調
査
機
関
は
、
先
行
技
術
調
査
業
務
を
実
施
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
調
査
報
告
を

特
許
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
六
十
条
の
四
を
第
六
十
条
の
五
と
し
、
第
六
十
条
の
三
を
第
六
十
条
の
四
と
し
、第
六
十
条
の
二
第
二
項
中「
登

記
簿
の
抄
本
」
を
「
登
記
事
項
証
明
書
」
に
改
め
、
同
条
を
第
六
十
条
の
三
と
し
、
同
条
の
前
に
次
の
一
条
を
加
え

る
。（

調
査
報
告
）

第
六
十
条
の
二

法
第
三
十
九
条
の
二
の
調
査
報
告
の
記
載
事
項
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

調
査
報
告
番
号

二

特
定
登
録
調
査
機
関
の
名
称
及
び
登
録
番
号

三

特
定
登
録
調
査
機
関
の
登
録
の
区
分

四

先
行
技
術
調
査
業
務
を
行
っ
た
技
術
の
分
野

五

先
行
技
術
調
査
業
務
を
行
っ
た
年
月
日

六

先
行
技
術
調
査
業
務
を
行
っ
た
調
査
業
務
実
施
者
の
氏
名

七

そ
の
調
査
報
告
に
係
る
特
許
出
願
の
番
号

八

そ
の
調
査
報
告
に
係
る
特
許
出
願
の
特
許
請
求
の
範
囲

九

先
行
技
術
調
査
に
際
し
て
行
っ
た
技
術
の
検
索
の
条
件
及
び
結
果

十

調
査
報
告
の
交
付
年
月
日

十
一

そ
の
他
必
要
な
事
項

別
表
第
一
第
一
号
及
び
第
二
号
中
「
、
第
四
十
九
号
及
び
第
五
十
号
」
を
「
及
び
第
五
十
号
か
ら
第
五
十
三
号
ま

で
」
に
改
め
、
同
表
第
三
号
か
ら
第
六
号
中
「
、
第
四
十
九
号
及
び
第
五
十
号
」
を
「
及
び
第
五
十
一
号
か
ら
第
五

十
三
号
ま
で
」
に
改
め
る
。

別
表
第
三
（
第
六
十
条
の
四
関
係
）
を
別
表
第
三
（
第
六
十
条
の
五
関
係
）
に
改
め
る
。

様
式
第
六
の
備
考
８
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

８
「
包
括
委
任
状
」
は
、
な
る
べ
く
次
の
文
例
に
よ
り
作
成
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
７
条
の
規
定
に
よ

り
、
包
括
委
任
状
に
代
理
権
が
及
ば
な
い
事
件
に
係
る
手
続
を
記
載
す
る
と
き
は
、「
出
願
を
す
る
代
理
人
又
は
出

願
と
同
時
に
提
出
す
る
代
理
人
選
任
届
に
よ
り
選
任
し
た
代
理
人
以
外
の
者
は
、
こ
の
包
括
委
任
状
を
援
用
す
る

こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。」の
よ
う
に
、
代
理
権
の
及
ば
な
い
事
件
に
係
る
手
続
を
具
体
的
に
記
載
す
る
。
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